
 

静岡県生活困窮者従事者養成研修 任意研修【WEB配信（講義）】 

借受人へのフォローアップ支援と家計改善支援セミナー 
 

緊急小口資金等の特例貸付については、令和５年１月からの償還開始に向けて、「緊急小口資金 

等の特例貸付の借受人へのフォローアップ支援について」（R4.10.28）付け厚生労働省事務連絡）に

より、社会福祉協議会においては、償還免除の申請未応答者等に対し、プッシュ型の支援を実施、

自立相談支援機関においては、生活に困窮している借受人に対し、その自立に向けて積極的に支援

するよう求められています。どのような支援をしていくべきか考える機会として研修会を実施いたしま

す。 

   １ 主  催 ： 静岡県、社会福祉法人静岡県社会福祉協議会 

   

 ２ 受講対象 ：自立相談支援機関職員、貸付担当職員、行政福祉課職員、外国人支援職員等 

 

  ３ 日  時 ：  
 

 

*家計管理編は１/25（水）、フォローアップ編は２/７（火）から 2 週間 YouTubeにて動画配信します。 

 

４ 受 講 料 ： 無料 

      

【家計相談編】 令和５年１月 20 日（金） 

13：30~ 
【開会】  コーディネーター：一般社団法人静岡市清水医師会相談室  

総合相談部長 兼在宅医療介護相談室長 安藤 千晶氏 

13:35~14:00   

（25分） 

  

【基調説明】「緊急小口資金等の特例貸付の借受人へのフォローアップ支援について」  

「国が家計改善支援に求めるもの、先進事例紹介について」 

講 師：厚生労働省 社会・援護局 地域福祉課  

生活困窮者自立支援室 係長 加藤 浩一氏 

 

 

14:00~14:30 

（30分） 

【講  義】「生活再建のための家計管理支援」 

講 師：東海財務局 金融監督第四課 専門調査員 冨田 庸子氏 

 

14:30~15:00    

（30分） 

【講  義】 「家計相談における合理的配慮～知的障害の方の支援を通して」   

講 師： 一般社団法人 消費生活サポートセンター（Cサポ）   

 

           

15:00~15:30

（30分） 

【パネルディスカッション・質疑】 

 「家計改善支援の対象者、支援のゴールとは」 コーディネーター：安藤 千晶氏   

借受人へのフォローアップ支援及び家計改善支援についての論点や理念につ

いて説明いただきます。また全国の先進事例をご紹介いただきます。 

多重債務者への家計管理支援のスキームや手法を学び実例を紹介いただきます。 

知的障害のある方の家計改善支援に関して支援者の立場からお話しいただきます。 

【家計改善支援編】  令和５年１月 20 日（金）13:30～15:30 

【フォローアップ支援編】 令和５年２月３日（金）13:30～15:30 



 

【フォローアップ支援編】 令和５年２月３日（金） 

13：30~ 
【開会】  

【コーディネーター】菊川市社会福祉協議会 次長 堀川 直樹氏 

13:35~14:00 

（25分） 
【座談会】「出身国における文化の違いについて」 

ベトナム、ネパール、スリランカ出身の方々（インタビュアー：土屋氏・堀川氏） 

 

 

14:00~15:25 

（85分） 

【演 習】 ケースメソッド 

「貸付を通じたフォローアップ支援～償還と支援、私たちに何ができるか～」 

講 師：一般社団法人コミュニティネットハピネス 代表理事 土屋 幸己氏 

＜事例①＞外国人の相談者へのフォローアップ支援 

＜事例②＞発達障害等の相談者へのフォローアップ支援 

15:25~15:30 【全体共有】 コーディネーター：堀川 直樹氏 

６ 参加申込 ：令和５年 1 月１３日（金）までに、下記の申込フォームからお申し込みください。 

 http://bitly.ws/y3Vu  （URL短縮サービスを使用） 

※ １組織で複数名申込する場合は、１名ずつ申込フォームよりお申込みください。 

 

     ＜録画配信＞WEB配信当日に参加できない方に２週間、録画を YouTubeの 

限定公開で配信します。（当日参加と同様の申し込みが必要です。） 

 

７ 研修会資料：登録いただいたアドレスへ研修会前日に送付をいたします。 

 

   ８ 注意事項 ：●ZOOMミーティングへの参加が初めて方は、URLから接続テストを行ってください。 

〔zoomテスト〕 https://zoom.us/test 

 

●ZOOMの操作方法は、ZOOMヘルプセンターでご確認ください。  

〔zoomヘルプセンター〕https://support.zoom.us/hc/ja 

 

９ 本件に関する連絡・お問い合わせ先 

       

事例を通し最善策を検討していくプロセス中で、参加者同士での意見交換や論理的

な思考を学び、実践に活かします。 

社会福祉法人静岡県社会福祉協議会 生活支援部権利擁護課（望月） 

〒420-8670 静岡市葵区駿府町 1－70 
（電話番号）054-254-5237 
（FAX 番号）054-251-7508 
（E - m a i l）kenriyougo@shizuoka-wel.jp 

県内においては、緊急小口資金等の特例貸付の借受人の約 3割が外国籍の方とされ

ています。中でも多い３か国について日本で生活をする上での困りごと、相談相

手、配慮してほしいことについてお話しいただきます。 

http://bitly.ws/y3Vu
https://zoom.us/test
https://support.zoom.us/hc/ja

